平成２３年度山形県環境保全協議会温暖化防止活動支援事業仕様書

実施要領

1 会員企業に実施要領・アドバイザー名簿等配付。（ホームページでも紹介）

2 会員企業からの派遣申請書（様式１）の受理

3 会員企業に対し、具体的な課題の聞き取り等、内要確認の実施

4 申請・内要確認に基づいたアドバイザーの人選及び日程等の調整

5 会員企業にアドバイザーの派遣

6 会員企業から報告書（様式２）の受理

7 アドバイザーから報告書（様式３）と請求書（様式４）の受理

8 アドバイザーに対する報酬及び旅費等の支給

なお、報酬及び旅費については県事業に準じ、下記に定めるとおりとする。

報酬　１件あたり9,600円

旅費　県内を、村山・最上・置賜・庄内の４ブロックに分け、次の基準により支給する。

　　・アドバイザーと申請企業の住所が同一ブロックの場合　1,000円

　　・村山⇔最上、村山⇔置賜、最上⇔庄内の場合　　　　　3,000円

　　・村山⇔庄内、置賜⇔庄内、最上⇔置賜の場合　　　　　6,000円

　　・村山⇔宮城県の場合　　　　　　　　　　　　　　　　3,000円
















アドバイザー





⑤指導・助言等








派遣申請者


（会員企業）























⑧費用の支払い








④人選・日程調整
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山形県環境保全協議会事務局





【　温暖化防止活動支援事業の流れ　】











